


序     文 
 

 

 我が国は、長年に亘りアルゼンチン共和国ラ･プラタ大学獣医学部に対し、技術協力を実施して

きましたが、その結果、同国は家畜疾病対策分野での十分な技術力を有することになりました。

そこで、アルゼンチン共和国は、この技術を近隣国と共有すべく、南米南部のボリビア共和国、

パラグアイ共和国及びウルグアイ東方共和国を対象国に加え、これら 4 ヵ国の家畜衛生改善を目

的とする技術協力プロジェクトを我が国に要請してきました。 

 独立行政法人国際協力機構は、この要請を受けて、平成 15 年 12 月に当機構農業開発部畜産園

芸課 課長代理 星野和久を団長とする第一次事前評価調査を、平成 16 年 10 月に当機構農村開発

部 第二グループ 第一チーム長 高田宏仁を団長とする第二次事前評価調査を実施し、案件実施の

妥当性の確認と協力の枠組みを検討しました。その後、対象 4 ヵ国における広域協力の実施方法

を整理し、平成 17 年 7 月から 4ヵ国で順次、関係機関と実施協議を行い、広域及び各国プロジェ

クトの骨子及びその計画書を策定しました。その合意結果は実施協議議事録（R/D）として、署名

を取り交わしております。 

 本報告書は、これらの調査及び協議の結果を取りまとめたものであり、今後広く関係者に活用

され、関係各国の親善及び国際協力の推進に寄与することを願うものです。 

 最後に、これまでの調査の実施に当たりご協力いただいた各国及び我が国の関係各位に対し、

厚く御礼申し上げるとともに、当機構の業務に対して今後ともなお一層のご支援をお願いする次

第であります。 

 

平成 18 年 6 月 

 

 

独立行政法人 国際協力機構 

 農村開発部       

部長 古賀 重成 
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1. はじめに 

 本案件の実施協議は、JICA アルゼンチン事務所、ボリビア事務所、パラグアイ事務所に

よって、2005 年 7 月から 2006 年 4 月にかけて、実施された。 

 第二次事前評価調査終了後から、この実施協議に至る一連の協議で、次章に記すとおり、

プロジェクト計画書（PDM 等）の一部変更がなされるとともに、ボリビア、パラグアイ及び

ウルグアイの 3 ヵ国も、アルゼンチンと同様に、日本との国際約束締結を行った上で、各

国でプロジェクトを形成し、4ヵ国それぞれで技術協力プロジェクトを実施することで、広

域協力とすることが整理された。 

 関係機関との協議の結果、これらの変更点を含む全ての合意事項は取りまとめられ、日

本側代表と各国代表の間で、それぞれの実施協議議事録（R/D）が署名された。 

 

 

2. 実施協議までの経緯または変更点 

2-1 事前評価表 

  基礎調査及び二回の事前評価調査の結果をもとに作成した事前評価表（案）に、関係

機関のコメントを反映、修正を施した上で、案件の実施説明書である事前評価表を取りま

とめた（付属資料１「事業事前評価表」参照）。 

 ここでは、協力の骨格を次の通りとし、これを基本方針として、プロジェクトの枠組み

を決定した。 

【基本方針】 

 これまでアルゼンチン国ラ・プラタ大学で実施してきた家畜疾病診断技術に係る協力

の成果を活用し、同国に隣接するボリビア国、パラグアイ国及びウルグアイ国に協力の

対象地域を拡大し、家畜衛生改善のための技術力を強化することであり、 

 1) 家畜疾病診断を担う現職獣医師の再教育を実施し、 

 2) それらの人的連携、 

 3) 家畜衛生情報の広域ネットワークの整備 

を実施するものである。 

 

 なお、第二次事前評価調査の結果から、事前評価表をまとめるに至るまでの変更点は、

以下のとおりである。 

 

【第二次事前評価調査結果からの変更点】 

1. 「広域プロジェクト目標」及び「上位目標」について、変更した。 

（理由）当初案の上位目標は本案件による診断技術分野の改善のみでは達成が困難な

ことから、各目標を一段階低位のレベルにしたため。 

 ●広域プロジェクトの目標 

  （当初案）域内の疾病診断が適正に行われる 

  （新）域内の疾病診断に係る人材育成制度が確立し、人的連携及び情報の両ネット

ワークが整備される 

 ●上位目標 
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  （当初案）域内の家畜衛生が向上する 

  （新）域内の疾病診断が適正に行われる 

 

2. 「広域プロジェクト目標」の指標について、加筆した。 

（理由）上記１の修正により、当該目標が新規の内容となったため。 

 

3. 「サブプロジェクト目標と成果」の成果、活動及び指標について、4 ヵ国間におけ

る成果、活動及び指標に関し、表現が異なるが同義のものは、可能な限り語句の統

一をした。 

（理由）本案件実施に係る各国間の齟齬を生じないようにするため。 

 

4. 「サブプロジェクト目標と成果」の指標について、定量的指標に係る注釈を項目名

の下に加えた。 

（理由）現在いくつかの指標に設定されている、具体的数値の算出根拠が不明確であ

るため。注釈にある通り、係る指標の最近数年間の実績データの提出をカウンター

パート機関に依頼し、精査の上、再検討の必要があるため。 

 

5. アルゼンチン国 ②「活動及びその成果」の成果 1 に係る指標について、「日本の大

学院卒業者が増える」を削除した。 

（理由）本案件のカウンターパート研修では、本邦での学位取得を目的とする長期の

研修を予定していないため。 

 

6. ウルグアイ国の活動 3-1 及び 3-3 を次の通り変更した。 

活動 3-1.（旧）現場の獣医師が教育コースに参加する。→ 

（新）現場の獣医師に研修コースを実施する。 

活動 3-3.（旧）現場の獣医師が卒後教育に参加する。→ 

（新）現場の獣医師に卒後教育を実施する。 

（理由）ウルグアイ国の暫定 PDM（西語）の記述を、より適切に訳出したため。 

 

7. ウルグアイ国の活動 6-2 から 6-4 までを次の通り変更及び削除した。 

6-2.（旧）計画を策定する。 → 

（新）プロジェクト運営委員会（SC）に定期的に参加する。 

6-3.（旧）計画に沿ってシステムを実施する。 →（新）削除 

6-4.（旧）モニタリングとフォローアップを実施する。 →（新）削除 

（理由）旧 6-2 から 6-4 は、他 3 ヵ国では SC 参加に係る記述における、一段階低位

の活動となっていることから、各国間で内容を統一するため。 

 

8. 日本側投入の「短期専門家」について、チーフアドバイザーに係る記述を削除した。

（理由）長期専門家が専門技術分野と併せて、「業務調整」のみならず「プロジェク

ト運営管理全般」を業務内容とすることから、別途チーフアドバイザー職を置かな

いため。 
 

 

2-2 アルゼンチン国以外の協力対象 3 ヵ国における国際約束の形成 

 一方、案件実施において、対象 4 ヵ国で国際約束を形成した上で、広域プロジェクト開

始時に署名する合意文書は実施協議議事録（R/D）に変更した。 
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 第二次事前評価調査時点では、「本案件の開始に向け、今後、本案件の要請書が提出され

ているアルゼンチン国と我が国との間で実施協議議事録（R/D）の署名交換を行う一方で、

ボリビア国、パラグアイ国、ウルグアイ国の他 3 ヵ国は、それぞれの国と我が国に、アル

ゼンチン国を加えた 3 者署名によるミニッツの署名交換を行う」ことを想定し、我が国と

協力対象 4ヵ国との間で合意されていた（詳細は「第二次事前評価調査報告書 6」参照）。 

 しかしながら、この方法では、我が国がアルゼンチン国以外の 3 ヵ国に専門家派遣、機

材供与及び本邦カウンターパート研修を実施する場合、種々の制限が生じることが明らか

になった（具体的な制限を以下に整理する）。 

 

【ボリビア、パラグアイ、ウルグアイに対する技術協力を、国際約束の形成を行わない

場合の問題点】 

 

a）専門家 

 本邦専門家は、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイへは業務出張することが可能であ

るが、一回の滞在期間が限られ、活動に制約を受ける。そもそも、本邦専門家の技術移

転は、日本の国際協力機構法上、当該案件のために国際約束が形成された国に対しての

み可能である。 

 

b）機材供与 

 機材供与は、技術協力専門家等の派遣とセットである必要がある。そのため、原則、

国際約束の形成がなされないボリビア、パラグアイ、ウルグアイへの機材供与は不可能

となる。 

 

c）研修 

 域内での在外研修実施には特に制約はないが、アルゼンチン以外の 3 ヵ国の人材を本

邦研修に参加させる場合は、別途要請書（A2A3 フォームなど）を取り付け、地域別研修

として採択されるなどの手続きが必要となる。 

  

 

 そこで、関係者と協議の結果、要請を起こしたアルゼンチン国のみと実施協議議事録

（R/D）の署名を行うのではなく、他 3ヵ国からも要請書を取り付け、国際約束を形成（口

上書交換）した上で、個々に技術協力を開始し、連携を図ることで広域協力を実施するこ

ととした。これに伴い、各国との主たる合意文書は、「ミニッツ」から「実施協議議事録（R/D）」

に変更した。 

 なお、実施協議を行う際、以下の「実施協議における留意事項」に留意した。 

 

【実施協議における留意事項】 

 早期の開始を鑑み、実施協議議事録（R/D）の署名交換を完了した国から随時案件を

開始することとする。ただし、終了日は全ての国で同一日とする。 

 文書内で使用される語句の統一を行うこと。 
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 活動拠点国であるアルゼンチン国と他 3 ヵ国との性格の違いから、実施協議議事録

（R/D）案 ”THE ATTACHED DOCUMENT” のうち II. REGIONAL TECHNICAL COOPERATION、

V. ADMINISTRATION OF THE PROJECT 及び VI. JOINT EVALUATION について、アルゼ

ンチン国と他 3ヵ国の間で記述の差異が若干付けられている。 

 

 

 

3. 実施協議 

 前述の実施協議議事録（R/D）（案）と、追加的な内容を記したミニッツ（案）及び「実

施協議における留意事項」をもとに、対象各国別に日本側代表（JICA 事務所長）と先方関

係機関代表とのプロジェクト実施協議が行われた。以下に協議の概要等を記す。 

 

3-1 アルゼンチン国実施協議 

2005 年 7 月 7 日、ブエノスアイレスにおいて、アルゼンチン国ラ・プラタ大学学長、JICA

アルゼンチン事務所長の間で本案件の実施協議議事録（R/D）及びミニッツが署名交換され

た。これを受けて、本案件は 2005 年 8 月 1 日より 5 年間の協力期間をもって開始された。 

協力活動の先鞭として同年 8 月 8 日、ラ・プラタ大学は協力対象大学から各 4 名の研修

員を受け入れ、11 月 4 日まで約 3ヵ月間の C/P 在外研修を開始した。 

 

3-2 ボリビア国実施協議 

2005 年 8 月 2 日、サンタクルスにおいて、ボリビア国ガブリエル・レネ・モレノ大学学

長、JICA ボリビア事務所長の間で実施協議議事録（R/D）及びミニッツが署名交換された。 

その直後の 8月 5日、先方機関において学長及び獣医学部長の交代がなされたことから、

9月 27 日から 30 日まで、アルゼンチン事務所はラ・プラタ大学より 2名、同事務所より 1

名の計 3名からなる調査団を先方機関へ派遣し、新学長及び学部長との協議を行った。 

この協議では 1) 案件概要の説明、2) 先方機関が取るべき措置の確認、3) ボリビア国側

コーディネータの確認、4) ラ・プラタ大学に派遣した研修員の修了後の配置及びその活動

計画に係る検討、5) 今後、機材投入を予定しているラボの整備状況調査等が行われた。 

 

3-3 パラグアイ国実施協議 

2005 年 8 月 17 日、アスンシオンにおいて、パラグアイ国アスンシオン大学学長、JICA

パラグアイ事務所長の間で実施協議議事録（R/D）及びミニッツが署名交換された。 

 

3-4 ウルグアイ国実施協議 

ウルグアイでの技術協力プロジェクトの実施協議議事録（R/D）及びミニッツ署名に向け

て、ウルグアイ国代表と JICA アルゼンチン事務所間で、複数回の協議を行い、その結果、

プロジェクトの内容自体については合意に至ったものの、2005 年 10 月時点で、ウルグアイ
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共和国大学法務部から、「実施機関たるウルグアイ国共和国大学が実施協議議事録（R/D）

に記されている免税特権等を担保することはできず、そのため共和国大学がウルグアイ政

府を代表して、実施協議議事録（R/D）の署名には応じられない」との回答があった。その

ため、我が国は、同大学が単独署名できない事情を鑑み、署名できるステータスを備えた

ウルグアイ国政府代表機関（技術協力協定担当部門、我が国への案件要請担当部門及び農

林水産省等の行政機関を想定）を代表機関とし、同大学には実施機関の立場で共同署名し

てもらう形式での調整を依頼し、関係機関の合意を得た。 

これらの結果、2006 年 4 月 28 日、モンテビデオにおいて、ウルグアイ国共和国大学学長、

ウルグアイ国予算企画庁長官、JICA アルゼンチン事務所長の間で、実施協議議事録（R/D）

及びミニッツが署名交換された。 

 

 

4. プロジェクトの骨格 

 関係機関との一連の協議を受けて、実施協議において合意されたプロジェクトの概要は

以下のとおりである。 

 

（1）プロジェクト名 

和名：「広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成」プロジェクト 

英名：The Project of the Capacity Development for Improvement of Livestock Hygiene 

in Southern part of South America through Regional Technical Cooperation 

 

（2）カウンターパート機関 

 アルゼンチン： ラ･プラタ大学 

 ボリビア  ： ガブリエル・レネ･モレノ大学 

 パラグアイ ： アスンシオン大学 

 ウルグアイ ： 共和国大学 

 

（3）対象者 

アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ各国の獣医学部の教育者、 

ラボラトリー獣医師、現場獣医師 

 

（4）協力期間 

  2005 年 8 月 1 日から 5年間 
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（5）基本計画 

広域上位目標 家畜疾病診断が域内（南米南部地域）で適正に行われる 
広域プロジェ
クト目標 

域内の疾病診断に係る人材育成制度が確立し、人的連携及び情報の両ネットワ
ークが整備される 

 アルゼンチン ボリビア パラグアイ ウルグアイ 
広域プロジェ
クトのサブ目
標 
（=各国レベル
のプロジェク
ト目標に相当） 

ラ・プラタ大学獣
医学部に域内家
畜衛生人材育成
センターとして
の機能が整備さ
れる 
 

ボリビア国にお
ける家畜疾病診
断能力が向上す
る 

パラグアイ国に
おける家畜疾病
診断能力が向上
する 

ウルグアイ国にお
ける家畜疾病診断
能力が向上する 

プロジェクト
の成果 

1.ラ・プラタ大学
獣医学部教官の
能力が向上する 
 
2.南米南部地域
の家畜衛生のた
めに、国際基準に
適合した診断・研
究が実施できる
環境がラ・プラタ
大学に整備され
る 
 
3.広域診断・疫学
情報ネットワー
クが構築される 
 
4.広域調整シス
テムが確立され
る 
 
5.広域研究グル
ープが構成され
る 
 
6.広域ネットワ
ーク内で互換性
のある大学卒後
教育システムが
確立される 
 

1.ガブリエル・レ
ネ・モレノ大学獣
医学部教官の能
力が向上する 
 
2. 研 究 所
（LIDIVET）の獣
医師の能力が向
上する 
 
3.現場（クリニッ
ク診断）の獣医師
の能力が向上す
る 
 
4.ボリビア国内
のプロジェクト
に関係するラボ
での作業手順の
適正化が図られ
る 
 
5.広域診断・疫学
情報ネットワー
クが構築される 
 
6.広域調整シス
テムが機能する 
 
7.広域研究グル
ープが構成され
る 
 

1.国立アスンシ
オン大学獣医学
部教官の能力が
向上する 
 
2. 研 究 所
（SENACSA）の獣
医師の能力が向
上する 
 
3.現場の獣医師
の能力が向上す
る 
 
4.ラボでの作業
手順の適正化が
図られる 
 
5.広域診断・疫学
情報ネットワー
クが構築される 
 
6.広域調整シス
テムが機能する 
 
7.広域研究グル
ープが構成され
る 

1.共和国大学獣医
学部教官の能力が
向上する 
 
2.研究所（DILAVE）
の獣医師の能力が
向上する 
 
3.現場の獣医師の
能力が向上する 
 
4.ラボでの作業手
順の適正化が図ら
れる 
 
5.広域診断・疫学情
報ネットワークが
構築される 
 
6.広域調整システ
ムが確立される 
 
7.広域研究グルー
プが構成される 

プロジェクト
の活動 

1.1 
--------（略） 

1.1 
--------（略） 

1.1 
--------（略） 

1.1 
--------（略） 
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（6）専門家の分野 

 長期専門家： 「疫学情報資源整備／プロジェクト運営管理」×1名×5ヵ年 

 短期専門家： PCM 手法及び第三国専門家の投入が困難な診断技術分野× 

毎年度若干名 

 第三国専門家：診断技術研修の講師派遣として若干名 

 

 

5. プロジェクトの管理・運営方法 

本プロジェクトは、a）4ヵ国を対象とする広域案件、b）既存の協力資源を最大限活用し

新たな投入を抑えて事業実施、c）本邦の長期派遣専門家は一名のみ配置する、等の特色が

ある。これらを踏まえて、現地でのプロジェクト管理の留意点について、以下にまとめた。 

 

5-1 運営方法 

① 広域プロジェクトの性格から、協力対象 4ヵ国間の連携を促進し、かつ円滑な事業実

施に向けての調整を行うため、主たるプロジェクト・サイトであるアルゼンチン国

ラ・プラタ大学獣医学部に事務局を設置する。 

② 同事務局には、プロジェクト・ダイレクタ及びプロジェクト・マネージャとは別に「ジ

ェネラル・コーディネータ」を配置し、長期専門家と協力して実務レベルの統括指揮

を執り行う。 

③ アルゼンチン国以外の協力対象ボリビア国、パラグアイ国及びウルグアイ国との連絡

調整のため、同事務局に「国担当コーディネータ」（担当国ごとに 1 名の計 3 名）を

配置する。 

④ ボリビア国、パラグアイ国及びウルグアイ国の協力対象大学獣医学部に、同事務局と

の連絡調整のため、「カントリー・コーディネータ」（各国より 1名の計 3名）を配置

する。 

⑤ 専門家はアルゼンチン国を拠点として活動するが、必要に応じ他の 3 ヵ国に出張し、

技術指導を行う。 

⑥ 毎年の事業計画は、対象 4 ヵ国が参加する合同調整委員会により策定する。ただし、

その事業は賦与された予算枠を順守した上で実施する。 

 

5-2 運営経費 

① 既存の協力資源である施設、機材、人材の有効活用を考え、大規模な新規の投入を行

わず、運営に係る経費を可能な限り抑えることとする。 

② 資機材は現地調達を基本とし、プロジェクト終了後も現地で日常的に利活用でき、維

持管理が容易なものを導入する。ふだんから使い慣れているため、高品質であるため

等の事由によらず、現地での技術定着に相応しい仕様の機材を調達する。 
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③ 診断・疫学情報ネットワーク構築のための資機材は、レンタルサーバ、オープンソー

スのフリーソフトウエア等を利活用し、情報セキュリティには十分配慮しつつも可能

な限り簡素なシステムとする。プロジェクト終了後も保守管理の手間をかけず、わず

かな経費で運用が継続できるものとする。 

 

5-3 長期専門家 

これまで我が国は、アルゼンチン国ラ・プラタ大学に対する協力などを通じ、南米の個々

の家畜を対象とする診断能力向上に係る成果を挙げてきた。しかしながら、次のステップ

として地域（県・州）や国レベルの総合的な疾病対策を行うには、個々の家畜ではなく家

畜群を対象とし疾病発生の頻度や分布を明らかにする、いわゆる「疫学」に関する情報資

源の作成と配信が必要であり、これまでの調査の結果、このことが喫緊の課題となってい

ることが確認されている。 

これを受けて、プロジェクトの長期専門家の指導科目を「疫学情報資源整備／プロジェ

クト運営管理」とし、疫学の方法論に基づく診断データの解析手法の指導、診断・疫学情

報ネットワークの構築、運用に係る活動をカウンターパートと協力して実施することとし

た。 

また、本プロジェクトのために長期専門家チーフアドバイザーを派遣しないことから、

「疫学情報資源整備／プロジェクト運営管理」長期専門家は、専門技術分野と併せて、調

整業務を含むプロジェクト管理全般を担当する。 

 

以 上 
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１．事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 
作成日：平成 17 年 7月 11 日 

担当部・課：農村開発部・ 

第二グループ畑作地帯第一チーム 

１．案件名 

 広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成プロジェクト 

２．協力概要 

（1）協力内容 

 本案件は、これまでアルゼンチン国ラ・プラタ大学で実施してきた家畜疾病診断技術に係る協

力の成果を活用し、同国に隣接するボリビア国、パラグアイ国、ウルグアイ国に協力の対象地域

を拡大し、家畜衛生改善のための技術力を強化するため、家畜疾病診断を担う現職獣医師の再教

育を実施し、それらの人的連携及びレファレンスライブラリ・疾病情報データベース・獣医師メ

ーリングリスト等の利活用による家畜衛生情報の広域ネットワークの整備を実施するものであ

る。 

 

（2）協力期間  2005 年 8 月～2010 年 7 月（5年間） 

 

（3) 協力総額（日本側） 3 億円 

 

（4）協力相手先機関 

  アルゼンチン国：ラ・プラタ大学獣医学部（広域協力の拠点） 

  ボリビア国：  ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部 

  パラグアイ国： アスンシオン大学獣医学部 

  ウルグアイ国： 共和国大学獣医学部 

 

（5）国内協力機関 

  文部科学省、東京大学、農林水産省（技術連携） 

 

（6）裨益対象者及び規模等［*1］ 

(a）大学獣医学部教官： 

 ラ・プラタ大学獣医学部（360 人）、ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部（60 人）、アスン

シオン大学獣医学部（175 人）、共和国大学獣医学部（260 人） 

(b）試験研究所（ラボラトリー、以下「ラボ」）の獣医師： 

 ボリビア国（40 人）、パラグアイ国（465 人）、ウルグアイ国（60 人） 

(c）現場（クリニック）の獣医師： 

ボリビア国（600 人）、パラグアイ国（560 人）、ウルグアイ国（1,600 人） 
*1 本案件による診断技術の普及及び、より正確かつ迅速な情報に基づく疾病対策は、広域内の家畜集団全

 体への便益が期待できるため、間接裨益対象者として広域内の家畜生産者が挙げられる。 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

南米南部においては、南米南部共同市場（以下「メルコスール」）諸国が中心となり域内貿易の

自由化が進められており、2003年には、その一環として隣接するアンデス共同体との自由貿易協定

（FTA）が締結されるなど、経済的な結びつきの広域化、深化が進んでいる。 
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こうした動きは、同地域の主要産業の一つである畜産業の活性化につながり、国際間の家畜生体・

畜産物の流通が盛んになっているのと同時に、家畜疾病が国境を越えて伝播するリスクも高まって

いる。 

家畜疾病は、ひとたび発生すると単純に家畜が損失し、農家経済に影響を与えるだけでなく、ウ

ルグアイ国（2001年）、アルゼンチン国（2001年、2003年）等で口蹄疫発生時に諸外国から輸入禁

止措置がとられたように、国家経済に多大な影響を与える可能性を秘めている。 

本案件は、本格化する経済連携下にある南米南部諸国のうち、我が国とパートナーシップ協力を

結んでいるアルゼンチン国を中心に、メルコスール経済圏において畜産業が盛んなボリビア国、パ

ラグアイ国及びウルグアイ国を対象とするものである。 

これら対象 4 ヵ国における家畜疾病対策上の主要な共通課題は、①教職・研究職志望者の養成を

除いて、現職の獣医師への卒後教育制度がなく、そのため臨床現場の診断が科学的根拠によらない、

個人の経験や主観に依存した診断に陥りがちであること、②疫学情報資源の作成・配信に係る技術、

ネットワークが十分でなく、地域・国レベルの疾病対策に生産現場の情報が適切に反映されないこ

とが挙げられている。 

これまで我が国はアルゼンチン国の家畜衛生改善のため、ラ・プラタ大学に対する協力[*2]を通

じ、個々の家畜を対象とする診断能力向上に係る成果[*3]を挙げてきた。しかしながら、習得した

診断技術を全国の獣医師に広く普及し、生産現場レベルの診断能力を向上させるまでには至らなか

った。また次のステップとして地域（県・州）や国レベルの総合的な疾病対策を行うには、個々の

家畜ではなく家畜群を対象とし疾病の原因や発生条件を明らかにする、いわゆる「疫学」に関する

情報資源の作成と配信が必要であり、このことが喫緊の課題となっている。 

これらの課題解決の為には、「獣医師の卒後継続研鑽」及び「疫学部門の強化並びに当部門と臨

床・ラボ部門との連携による重要家畜疾病防除体制の整備」が不可欠で、特に越境性のある家畜疾

病を対象とする協力を効果・効率的に実施する場合、国際間の連携を強化する包括的対応が求めら

れる。 

*2 ①ラ・プラタ大学獣医学部研究計画（1989 年から 5ヵ年）、②同計画フォローアップ協力（1994 年から

 2 ヵ年）、③同計画アフターケア協力（2001 年から 2ヵ年）、④第三国研修「家畜疾病の診断と研究」（1996

 年から 5かヵ年）及び⑤同研修フェーズ 2（2001 年から 5ヵ年） 

*3 ラボ診断部門の強化（①、②）、臨床診断部門の強化（③）及び近隣諸国への診断技術普及（④、 ⑤）

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

 以下の点から、家畜衛生の改善に資する本案件は対象 4ヵ国の国家政策に合致すると考えられる。

アルゼンチン国政府は総輸出額の 4割を占める農畜産業に関連する国家計画として、「家畜衛生計

画」及び「食肉輸出計画」を策定し、衛生条件・品質の向上や国際市場アクセス改善等による畜産

物の輸出促進を図っている。 

ボリビア国政府は、近年「農業生産性向上」を農政の基本方針として打ち出している。国家開発

計画においては、経済発展及び貧困撲滅の達成を目的に、農業分野における技術力向上等に重点を

置いている。 

パラグアイ国政府は、農畜産業に関する政策指針において生産関係者に対する技術指導及び情報

提供等を重視している。その具体策の一つとして家畜衛生技術の研究・普及を推進している。 

ウルグアイ国政府は農畜産物純輸出国として家畜生産・衛生を重視する政策を展開している。特
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に近年の口蹄疫発生を契機として、家畜衛生計画や家畜群識別トレーサビリティ計画等の取り組み

を開始している。 

なお、アルゼンチン国は、1992 年にアルゼンチン水平協力基金（FOAR）を設置し、他の中南米諸

国への協力を重視しており、本案件はこの方向性にも沿ったものである。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付

け） 

アルゼンチン国に関し、本案件は対アルゼンチン国 JICA 国別事業実施計画の援助重点分野の一つ

である「南南協力支援」プログラムに位置付けられる。中南米地域内で優位性を有する分野につい

ては、同国を南南協力の拠点とする事業の計画、実施を推進している。 

ボリビア国に関し、本案件は対ボリビア国 JICA国別事業実施計画の援助重点分野の一つである「農

業を中心とした地域経済開発」プログラムに位置付けられる。また、対ボリビア国 JICA 国別援助研

究会報告書は、同国の農畜産物輸出振興について、動植物検疫体制の整備や国家農牧衛生システム

の組織強化に関し、さらなる支援の重要性を示している。 

パラグアイ国に関し、本案件は対パラグアイ国 JICA 国別事業実施計画の「動植物検疫、産業規格

検査・認証の技術向上・体制整備支援」プログラムに位置付けられる。 

ウルグアイ国に関し、対ウルグアイ国別援助実施計画は策定されていないものの、当国が農牧業

中心の国であるという観点から、我が国は同国に対して、当初より農林業分野を中心に協力を実施

している。 

なお、我が国は対中南米地域 ODA（政府開発援助）政策の重点課題として、「食料生産力維持向上」

及び「域内協力促進と域内の地域統合化への対応」を挙げており、本案件は、係る課題解決を推進

する協力として位置付けられる。 

４．協力の枠組み 

 本案件は、これまで我が国が対象 4 ヵ国で実施してきた協力［*4］の成果をベースに、中でも協

力資源の蓄積に富むアルゼンチン国を拠点とし、広域協力として実施する。対象 4ヵ国について個々

の目標（「サブプロジェクト目標」という）を設定し、それぞれの国毎の目標達成を目指し、そのう

えで南米南部対象 4ヵ国域内全体を包括するプロジェクト目標の達成を目指す（下図参照）。 

 

なお、アルゼンチン国は広域拠点国としての機能を求められているため、他 3 ヵ国より達成目標

が高レベルかつ広範囲となる。 

*4 アルゼンチン国［3（1）参照］、ボリビア国「家畜繁殖改善計画」（1987 年から 5 ヵ年）、パラグアイ国 

 「家畜繁殖改善計画」（1982 年から 5 ヵ年）及びウルグアイ国「獣医研究所強化計画」（1996 年から 5

 ヵ年）等 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標 

ボリビア国内の 

目標達成 

パラグアイ国内の

目標達成 

ウルグアイ国内の 

目標達成 

域内全体を包括する目標達成 

アルゼンチン国内
の目標達成 

 +  
広域拠点国として

の目標達成 
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① 協力終了時の達成目標（広域プロジェクト目標）と指標 

  （目標） 域内の家畜疾病診断に係る人材育成制度が確立され、人的連携及び診断・疫学情

 報の共有のネットワークが整備される。 

  （指標） ①卒後研修を継続実施するための制度が策定され、運用される。 

 ②獣医師データベースの登録者数、情報交換に係るアクセス数が年々増加する。

 ③情報ネットワークの登録者数、情報交換に係るアクセス数が年々増加する。 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

（目標）家畜疾病診断が域内（南米南部地域）で適正に行われる。 

（指標） ①適切な手法に基づく家畜疾病の診断件数が増加する。 

     ②域内各国の疾病診断がプロジェクト策定のマニュアル、規定に基づいて実施さ

れる。 

     ③マニュアルや規定に基づいて診断を行える獣医師が域内に必要数確保され、継

  続して診療に従事する。 

 

（２） サブプロジェクト目標［*5］と成果 
*5 各国サブプロジェクトの指標における具体的数値は、第二次事前評価調査に先がけて実施された、各国

 対象のワークショップで作成された活動計画案に基づいて設定している。これらの数値及び具体的数

 値が与えられていない指標については、プロジェクト開始後に実施するベースライン調査に基づき、

 プロジェクト 1年次終了までに見直し及び設定を行う。 

 2-1）アルゼンチン国 

 ①サブプロジェクト目標：ラ・プラタ大学獣医学部に域内家畜衛生人材育成センターとしての機

能が整備される。 

（指標）： ・アルゼンチン国から各国に講師派遣される獣医師（M/M）が、年々増加する。 

 ・人材育成の需要がプロジェクト開始時と比較して 20%増加する。 

 ・新たに修得した診断に関する技術・知見を利活用した研修活動実績が、年々増加する。

 ・広域中央ラボとしての期待される役割に沿った診断件数・研究報告論文数が、年々

  増加する。 

 ・ラボの使用に際し生物安全に係る内規が策定され、遵守される。 

 

②活動及びその成果： 

  成果 １． ラ・プラタ大学獣医学部教官の能力が向上する。 

  活動 1-1. 獣医学部教官が新研修コースを受講する。 

   1-2. 獣医学部教官が情報管理・発信のためのワーキンググループを結成し活動する。 

  指標 ・プロジェクト終了時において、新しい技術を習得した教官数がプロジェクト開始時点

   から増加する（数値は毎年の計画に基づいて決定される）。 

   ・大学教官による研究報告、論文の数が毎年 10%増加する。 

   ・各国で開催される研修に派遣可能な講師の数が 50%増加する（現在 20 名）。 

  

  成果 ２． 南米南部地域の家畜衛生のために、国際基準に適合した診断・研究が実施できる環

   境がラ・プラタ大学に整備される。 

  活動 2-1. 既存のラボの機能を統合する。 

   2-2. 人材育成のため生物安全を考慮した中央ラボを整備する。 

  指標 ・プロジェクト終了時において、国際基準を考慮した中央ラボが整備される。 

   ・プロジェクト終了時において、ラボ運営のために必要な人材が確保される（計画に基

   づいて人数が決定される）。 

 

  成果 ３．広域診断・疫学情報ネットワークが構築される。 

  活動 3-1.域内国関係者と協力してネットワークの構築、運営規定を策定する。 

   3-2.ネットワークを運営する。 

   3-3.インターネットなどを活用し、構築されたネットワークを通じた情報交換を行う。

   3-4.プロジェクトのウェブサイトを開設する。 

   3-5.プロジェクトの広報戦略を策定し、実施する。 

  指標 ・プロジェクト終了時点までに、関係する全ての機関でネットワークが適切に機能する。
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ネットワーク形成後： 

   ・ネットワークを通じて定期的にプロジェクト対象国の情報を集積する。 

   ・ネットワークを通じて定期的に情報を発信する（ウェブサイトの更新、ニュースレタ

   ーの発行）。 

   ・プロジェクトウェブサイトのアクセス数が設置後、毎年 10%づつ増加する。 

 

  成果 ４．広域調整システムが確立される。 

  活動 4-1.広域調整システムのための組織を構築する。 

   4-2.プロジェクト運営委員会（SC）を定期的に開催する。（プロジェクトの計画・実施・

   モニタリングを実施） 

  指標 ・ 定期的に開催されるプロジェクト運営委員会において、計画、実施、モニタリングの

   各段階で意思決定がなされる。 

   ・決定プロセスが明確（透明性、公正性、納得性等）にされる。（例：広域研修参加者、

   広域研究参加者、広域研究テーマ等の決定） 

 

  成果 ５．広域研究グループが構成される。 

  活動 5-1.域内共同研究活動を実施する。 

   5-2.域内セミナーを開催する。 

   5-3.研究報告書を発行する。 

  指標 ・プロジェクト 3年目までに 12 の広域研究グループが設置される。 

   ・プロジェクト終了時までに 20 の広域研究グループが設置される。 

   ・作成した共同研究活動報告、共同研究報告の数が 20 となる。 

   ・開催した共同セミナー数が 4となる。 

 

  成果 ６．広域ネットワーク内で互換性のある大学卒後教育システムが確立される。 

  活動 6-1.共通の単位規定を制定する。 

   6-2.共通の関心のある領域を決定する。 

   6-3.カリキュラムを策定する。 

   6-4.卒後教育コースを実施する。 

  指標 ・プロジェクト終了時までに 2つの卒後教育コースが実施される。 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 2-2）ボリビア国 

 ①サブプロジェクト目標：ボリビア国における家畜疾病診断能力が向上する。 

（指標）： ①プロジェクト終了時、ガブリエル・レネ・モレノ大学のプロジェクト関連疾病の診断

  及び処理された検体数がプロジェクト開始時から 100%増加する。 

 ②ガブリエル・レネ・モレノ大学に関係する獣医師１人当たりの問い合わせ件数が毎年

  10%ずつ増加する。 

 ③ボリビア国内のプロジェクトが対象とする家畜疾病の検体で検査する基準を満たさ

  ない不良数が１年目に比べて 50%少なくなる。 

 

②活動及びその成果 

  成果 １．ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部教官の能力が向上する。 

  活動 1-1. 大学教官、研究所獣医師、現場（クリニック診断）獣医師に対する研修/教育コー

   スを実施する。 

   1-2. 研究ネットワークを構成する。 

   1-3. OJT 型研修を実施する。 

   1-4. 卒後教育を実施する。 

   1-5.大学獣医学部教官のリフレッシュ（ブラッシュアップ）研修コースの制度化を図る。

   1-6. 大学教員のリフレッシュ（ブラッシュアップ）研修コースを実施する。 

   1-7. 現場における活動のプロセスマニュアルを作成し、関係者に指導する。 

  指標 ・プロジェクト終了時において、若手教官（全教官の 50%を占める）を含め訓練を受け

   た教官数がプロジェクト開始時点から 60％増加する。 

   ・国内の獣医師に対して講義できる教官数がプロジェクト開始時点から 30％増加する。
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   ・プロジェクト 5 年目までに、プロジェクトを通じて設置された研究グループの数が 4

   つになる。 

   ・大学教官による、対象疾病に関する研究報告、論文の数が毎年 10%づつ増加する。 

 

  成果 ２． 研究所（LIDIVET）［*6］の獣医師の能力が向上する。 

  活動 2-1. 研究所の獣医師が教育コースに参加する。 

   2-2. 研究所の獣医師が OJT 型教育を実施する。 

   2-3. 研究所の獣医師が卒後教育に参加する。 

   2-4. 研究所の獣医師が研究グループに参加する。 

  指標 ・訓練された研究所の獣医師の数がプロジェクト開始時点から 100%増加する。 

   ・研究所の獣医師の研究グループへの参加者数がプロジェクト開始時から 20%増加する。

   ・プロジェクト開始 2 年目から研究所獣医師による調査報告、研究報告、論文数が毎年

   10%づつ増える。 
*6 国家農牧衛生機構の下部組織として、ボリビア国における全家畜疾病のレファレンス・サービスを行っ

 ている、最上位の家畜衛生ラボである。 

 

  成果 ３. 現場（クリニック診断）の獣医師の能力が向上する。 

  活動 3-1. 現場の獣医師が教育コースに参加する。 

   3-2. 現場の獣医師が OJT 型教育を実施する。 

   3-3. 現場の獣医師が卒後教育に参加する。 

   3-4. 現場の獣医師が研究グループへ参加する。 

  指標 ・プロジェクト終了時に、訓練された現場（クリニック診断）の獣医師の数が 200 名と

   なる。 

   ・現場（クリニック診断）の獣医師の研究グループ参加数が、プロジェクト開始時から

   4 名増加する。 

   ・作成されたマニュアルの手順に従ってラボに持ち込む検体数が、全体の 70%以上にな

   る。 

 

  成果 ４. ボリビア国内のプロジェクトに関係するラボでの作業手順の適正化 が図られる。 

  活動 4-1. ラボの施設改善を行う。 

   4-2. ワークショップを開催する。 

   4-3. 診断技術の定着を図る。 

  指標 ・プロジェクト終了時に、関係する国内ラボ間において、診断検査手順の 60%が共用さ

   れる。 

 

  成果 ５. 広域診断・疫学情報ネットワークが構築される。 

  活動 5-1. 域内国関係者と協力して、域内獣医学部ラボネットワークの構造、運営規定を策定

   する。 

   5-2. ネットワークに参加する。 

   5-3. インターネットなどを活用し、構築されたネットワークを通じた情報交換を行う。

  指標 ・プロジェクト終了時点で、関連した機関間のネットワークが形成される。 

   ・プロジェクト終了時に、ネットワークに提供される情報が診断に有効なレベルとなる。

 

  成果 ６. 広域調整システムが機能する。 

  活動 6-1. 広域調整システムのための組織を構築する。 

   6-2. プロジェクト運営委員会（SC）に定期的に参加する。 

  指標 ・定期的に開催されるプロジェクト運営委員会において、計画、実施、モニタリングの

   各段階で意思決定がなされる。 

   ・決定プロセスが明確にされる（透明性、公正性、納得性等）。（例：広域研修参加者、 

   広域研究参加者、広域研究テーマ等の決定） 

 

  成果 ７. 広域研究グループが構成される。 

  活動 7-1. 域内共同研究活動に参加する。 

   7-2. 域内セミナーに参加する。 
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  指標 ・プロジェクト 3年目までに 3つの広域共同研究グループに参加する。 

   ・プロジェクト終了時までに xx（数）の広域共同研究グループに参加する。 

   ・広域共同研究活動数が xx となる。 

   ・広域共同セミナーに最低年一回以上参加する。 

   （上記 xx 部分はプロジェクト開始後に詳細を決定する） 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

2-3）パラグアイ国 

 ①サブプロジェクト目標： パラグアイ国における家畜疾病診断能力が向上する。 

（指標）： ①プロジェクト終了時、プロジェクト関連疾病の診断及び処理された検体数がプロジェ

クト開始時点から 50％増加する。 

 ②パラグアイ国内の獣医師一人あたりの問い合わせ件数が 50％増加する。 

 ③パラグアイ国内の家畜疾病を特定する時間が短縮される。 

 

②活動及びその成果： 

  成果 １. 国立アスンシオン大学獣医学部教官の能力が向上する。 

  活動 1-1. 大学教官、研究所獣医師、現場獣医師に対する研修/教育コースを実施する。 

   1-2. 研究ネットワークを構成する。 

   1-3. OJT 型研修を実施する。 

   1-4. 卒後教育（大学院を含む）を実施する。 

  指標 ・プロジェクト終了時において、若手教官（全教官の 50%を占める）を含め訓練を受け

   た教官数がプロジェクト開始時点から 60％増加する。 

   ・国内の獣医師に対して講義できる教官数がプロジェクト開始時点から 30％増加する。

   ・大学教官による、対象疾病に関する研究報告、論文の数がプロジェクト開始時点から

   80%増加し、プロジェクトにおいて扱う疾病に関する研究報告、論文等が 100％増加

   する。 

 

  成果 ２. 研究所（SENACSA）［*7］の獣医師の能力が向上する。 

  活動 2-1. 研究所の獣医師が教育コースに参加する。 

   2-2. 研究所の獣医師が OJT 型教育を実施する。 

   2-3. 研究所の獣医師が卒後教育に参加する。 

  指標 ・訓練された研究所(SENACSA)の獣医の数がプロジェクト開始時点から 30%増加する。 

   ・研究所の獣医師による報告書発行数が xx になる。 

   ・研究所ネットワークを通じて得られた情報数が xx となる。 

   （上記 xx 部分はプロジェクト開始後に詳細を決定する） 
*7 農牧大臣直属の試験研究機関であり、主要な法定家畜伝染病に係る防疫活動を担っている。 

 

  成果 ３. 現場の獣医師の能力が向上する。 

  活動 3-1. 現場の獣医師が教育コースに参加する。 

   3-2. 現場の獣医師が OJT 型教育を実施する。 

   3-3. 現場の獣医師が卒後教育に参加する。 

   3-4. 現場の獣医師が研究グループへ参加する。 

   3-5. 現場における活動のプロセスマニュアルを作成し、関係者に指導する。 

  指標 ・プロジェクト終了時に、訓練された現場の獣医師の数がプロジェクト開始時点から 30% 

   増加する。 

   ・現場の獣医師の研究グループ参加数が xx になる。 

   ・現場からの家畜疾病に関する通知報告数が xx になる。 

   ・現場の獣医師からの情報の精度がアップする。 

   （上記 xx 部分はプロジェクト開始後に詳細を決定する） 

 

  成果 ４. ラボでの作業手順の適正化が図られる。 

  活動 4-1. ワークショップを開催する。 

   4-2. 診断技術の定着を図る。 

  指標 ・プロジェクト終了時に、関係するラボ間において、診断検査手順の 60%が共用される。
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  成果 ５. 広域診断・疫学情報ネットワークが構築される。 

  活動 5-1  域内国関係者と協力して、域内獣医学部ラボネットワークの構造、運営規定を策定

   する。 

   5-2 ネットワークに参加する。 

   5-3 インターネットなどを活用し、構築されたネットワークを通じた情報交換を行う。

  指標 ・プロジェクト終了時点で、関連した機関間のネットワークが形成される。 

   ・プロジェクト終了時に、ネットワークに提供される情報が診断に有効なレベルとなる。

 

  成果 ６. 広域調整システムが機能する。 

  活動 6-1. 広域調整システムのための組織を構築する。 

   6-2. プロジェクト運営委員会（SC）に定期的に参加する。 

  指標 ・定期的に開催されるプロジェクト運営委員会において、計画、実施、モニタリングの

   各段階で意思決定がなされる。 

   ・決定プロセスが明確にされる（透明性、公正性、納得性等）。（例：広域研修参加者、 

   広域研究参加者、広域研究テーマ等の決定） 

 

  成果 ７. 広域研究グループが構成される。 

  活動 7-1. 域内共同研究活動に参加する。 

7-2. 域内セミナーに参加する。 

 指標 ・プロジェクト 3年目までに 3つの広域共同研究グループに参加する。 

  ・プロジェクト終了時までに xx（数）の広域共同研究グループに参加する。 

  ・広域共同研究活動数が xx となる。 

  ・広域共同セミナーに最低年一回以上参加する。 

  （上記 xx 部分はプロジェクト開始後に詳細を決定する） 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

2-4）ウルグアイ国 

 ①サブプロジェクト目標： ウルグアイ国における家畜疾病診断能力が向上する。 

（指標）： プロジェクト終了時、プロジェクト関連疾病の診断及び処理された検体数がプロジェク

ト開始時点から 50％増加する。 

 

②活動及びその成果： 

 成果 １. 共和国大学獣医学部教官の能力が向上する。 

 活動 1-1. 研修コースを実施する。 

  1-2. 研究ネットワークを構成する。 

  1-3. OJT 型研修を実施する。 

  1-4. 大学院教育を実施する。 

 指標 ・プロジェクト終了時において、20％の若手教官を含め訓練を受けた教官数がプロジェ

   クト開始時点から 60％増加する。 

  ・国内の獣医師に対して講義できる教官数がプロジェクト開始時点から 30％増加する。

 

 成果 ２. 研究所（DILAVE）［*8］の獣医師の能力が向上する。 

 活動 2-1. 研究所の獣医師が研修コースに参加する。 

  2-2. 研究所の獣医師が OJT 型研修を実施する。 

  2-3. 研究所の獣医師が大学院の再教育に参加する。 

  2-4. 研究所の獣医師が研究グループに参加する。 

  2-5. 研究ネットワークの構築を行う。 

 指標 ・訓練された研究所の獣医の数がプロジェクト開始時点から 40%増加する。 

  ・プロジェクトにおける、調査報告、研究報告、論文等に参加する研究所獣医師の数が

   40％増加する。 
*8 農牧省傘下の研究機関であり、職員の中には共和国大学獣医学部教官を兼務する者も数多い。 

 

 成果 ３. 現場の獣医師の能力が向上する。 

 活動 3-1. 現場の獣医師に研修コースを実施する。 

  3-2. 現場の獣医師が OJT 研修を実施する。 
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  3-3. 現場の獣医師に卒後教育を実施する。 

  3-4. 現場の獣医師が研究グループに参加する。 

  3-5. 現場における活動のプロセスマニュアルを作成し、関係者に指導する。 

 指標 ・プロジェクト終了時に、訓練された現場の獣医師の数がプロジェクト開始時点から 30% 

   増加する。 

  ・現場獣医師の研究グループ参加数が 30%増加する。 

 

 成果 ４. ラボでの作業手順の適正化が図られる。 

 活動 4-1. 業務改善ワークショップを開催する。 

  4-2. 診断技術の応用を促進する。 

  4-3. 域内の他のラボと共同し、プロセスマニュアルを作成する。 

  4-4. プロセスマニュアルを発行し、普及する。 

 指標 ・プロジェクト終了時に関係する研究所において、60％の診断検査手順が共用され る。

 

 成果 ５. 広域診断・疫学情報ネットワークが構築される。 

 活動 5-1. ネットワークに参加する。 

  5-2. インターネットなどを活用し、構築されたネットワークを通じた情報交換を行う。

 指標 ・プロジェクト終了時点で、全ての研究所間のネットワークが形成される。 

 

 成果 ６. 広域調整システムが確立される。 

 活動 6-1. 広域調整システムのための組織を構築する。 

  6-2. プロジェクト運営委員会（SC）に定期的に参加する。 

 指標 ・定期的に開催されるプロジェクト運営委員会において、計画、実施、モニタリングの

   各段階で意思決定がなされる。 

  ・決定プロセスが明確にされる（透明性、公正性、納得性等）。（例：広域研修参加者、 

   広域研究参加者、広域研究テーマ等の決定） 

 

 成果 ７. 広域研究グループが構成される。 

 活動 7-1. 域内共同研究活動を実施する。 

  7-2. 域内セミナーを開催する。 

  7-3. 研究報告書を発行する。 

 指標 ・プロジェクト 3年目までに 3つの共同研究グループが設置される。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 3億円） 

長期専門家（7,200 万円） 

 「疫学情報資源整備／プロジェクト運営管理」×1名×5ヵ年 

短期専門家（5,500 万円） 

 PCM 手法及び第三国専門家の投入が困難な診断技術分野×毎年度若干名×1ヵ月×5ヵ年 

第三国専門家（2,000 万円） 

 アルゼンチン国及びウルグアイ国より診断技術研修の講師派遣×2名×3ヵ月×5ヵ年 

研修員（3,300 万円） 

 協力対象 4ヵ国からの受け入れ×毎年度若干名×1ヵ月×5ヵ年 

供与機材（4,000 万円） 

現地業務費等（8,000 万円） 

② アルゼンチン国側 

カウンターパート配置、施設・土地提供、研修実施に係る費用その他 

③ ボリビア国側 

カウンターパート配置、施設・土地提供、研修実施に係る費用その他 

④ パラグアイ国側 

カウンターパート配置、施設・土地提供、研修実施に係る費用その他 

⑤ ウルグアイ国側 

カウンターパート配置、施設・土地提供、研修実施に係る費用その他 
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（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

 ①大きな伝染病が発生しない。 

 ②国家におけるプロジェクトの位置付けが変更されない。 

 ③訓練された獣医師が定着する。 

 ④関係機関の予算が継続的に確保される。 

５．評価 5項目による評価結果 

 以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

（１） 妥当性 

 この案件は以下の点から実施の妥当性があると考えられる。 

 本案件の対象 4 ヵ国において、畜産業は重要な産業で社会経済に与える影響が大きいため、い

ずれの国においても家畜衛生の分野は政策的に重要な位置を占めている。また、域内の共通疾

病の発生・流行は当該国だけに留まらず国際問題に発展しうるため、疾病対策は域内の共通課

題との認識が高い。本案件は、この共通の課題に広域的に対応するものである。 

 南米地域においては、域内協力の促進、域内統合化への対応が我が国の協力の柱となっている。

本案件はアルゼンチン国を核とした南南協力を活用し、広域的に協力を実施するものであり、

この我が国の協力の柱に合致している。また対象 4ヵ国に対する JICA の援助重点分野及び協力

の方向性にも合致している。 

 域内の共通疾病のリスクを軽減するためには、現場の獣医師の診断能力の低さは大きな課題と

して指摘されており、現場の獣医師の再教育というアプローチは適切であると判断される。 

 我が国には、近年の自由貿易の進展から、動物性食品の安全性確保や人獣共通感染症の制圧に

関連する分野に従事する獣医師の養成に特化した専門職大学院が設置されている。また大学、

研究機関や獣医師会が主催する、現職獣医師に対する多様な研修や専門医認定制度が設定され

ている。このような獣医師の卒後継続研鑽に係る我が国の知見・経験が本案件に利活用しうる

と考えられる。 

（２） 有効性 

 以下の点から、案件の有効性が確認される。 

 本案件の立案にあたり、アルゼンチン国ラ・プラタ大学をはじめとした各国の大学及び関係機

関は、事前評価調査段階から議論を重ねている。関係者のプロジェクト実施への関心の度合い

は高く、プロジェクト開始後も関係者の連携協調体制は維持される可能性が高い。 

 本案件では対象 4 ヵ国に対し家畜衛生人材の育成に係る個々の目標を設定し、またアルゼンチ

ン国には拠点国として、広域連携の整備に係るより
．．

高水準の目標を別途課している。広域案件

のプロジェクト目標を達成するために、必要な協力の枠組みが構築されている。 

 各国のサブプロジェクト目標を達成するために、それぞれの協力活動及びその成果が過不足な

く設定されている。アルゼンチンの「ラ・プラタ大学獣医学部に域内家畜衛生人材育成センタ

ーとしての機能整備」というサププロジェクト目標に対しては、育成センター運営を担う人材

と環境の整備という国内の基盤強化の面と、広域調整システムの確立等などの国際の基盤強化

という双方の整備、強化を行うことが必要である。本案件はその双方の要素に働きかけること

によりアルゼンチンのサブプロジェクト目標の達成をより確実なものとしている。また、ボリ

ビア、パラグアイ、ウルグアイの「家畜疾病診断能力の向上」というサブプロジェクト目標に
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対しては、大学、研究所、現場のそれぞれの獣医師の能力向上という個人・組織の能力向上の

みならず、広域協力を通じて国レベルの能力向上が必要である。本案件はその双方に働きかけ

る計画であり、それぞれの国のサブプロジェクト目標達成を確実なものとしている。 

 本案件では、裨益対象者に大学教官から生産現場の獣医師まで多様な人材を設定しており、こ

れは各診断段階の技術を強化する方策として適切な方法と考えられる。 

 将来的に南米南部地域における畜産業の社会経済的重要性の大幅な変化が考えにくいため、当

該産業に資する家畜衛生の政策的位置付けが変わらないことが見込まれ、案件の外部条件が満

たされる可能性は高い。 

（３） 効率性 

 以下の点から、効率的な案件の実施が可能と考えられる。 

 広域協力の拠点となるアルゼンチン国ラ・プラタ大学を筆頭に対象 4 ヵ国の家畜衛生・生産関

係機関には、我が国の技術協力によって育成された人材を有する。これら既存の協力資源を有

効に活用することにより、プロジェクト活動を効率的に行うことが期待できる。 

 機材についても、これまでの協力により供与された施設、機材を活用することを原則としてい

る。国際基準に適合した診断・研究に向けた環境整備は、既存ラボに対しての生物安全上の配

慮及び未整備ラボに対しての必要最低限の投入とし、大がかりな施設、機材投入はない。本案

件実施により、これまでに供与された施設、機材の稼動率が高まる。 

 本邦からの長期派遣専門家は疫学情報資源整備とプロジェクト運営管理の分野を兼任する一名

とし、その投入を最小限に抑えて実施する。 

（４） インパクト 

この案件のインパクトは以下のように予測できる。 

 情報ネットワーク上には、プロジェクト策定の診断マニュアル・研修教材のライブラリや疫学

情報データベースを設置し、適正診断に資する科学的根拠を提供する。また、類似の症例を経

験する獣医師等に意見を仰ぐためのメーリングリスト等を開設する。情報ネットワークの構築

により、本来の裨益対象者たる「診断を行う獣医師」のみならず、行政、試験研究機関に所属

する獣医師や域内の家畜生産者に対しても広く便益が及ぶことが期待できる。 

 インターネット利用による情報ネットワークの構築は、域外国からのアクセスをも可能にし、

他中南米諸国の関心の度合いを高め、将来的に対象 4 ヵ国以外の国に「根拠に基づく適正診断

の考え方」が波及する可能性は高い。 

 本案件で実施される研修による人的交流が促進され、さらに構築される情報ネットワークを活

用して日頃から各国との密な連携を取り、情報を共有することは、疾病発生時における共同で

の対策を円滑に実施できる可能性が高まる。 

 上位目標である「域内の診断適正化」は、診断に資する科学的根拠を継続して公開し、情報の

刷新をも併せて行うネットワーク体制を整備すること及び域内の疾病リスク軽減には診断法の

共通化が一定程度必要であり、そのための卒後研鑽を域内各国が協調して継続する見込みが高

いことから、プロジェクト終了後、数年内に実現できる可能性が高い。 

（５） 自立発展性 

 本案件の自立発展性は、以下のとおり予測される。 
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 アルゼンチン国教育科学技術省は、本案件の重要性を十分に認識し積極的に支援する意向であ

る。本案件活動の一つである卒後研修に関し、プロジェクト終了後にも継続できるよう制度化

を検討している。将来は、他の中南米諸国へも研修参加を拡大したいとの意欲を示しているこ

とから、終了後も、支援が得られる可能性は高い。 

 アルゼンチン国ラ・プラタ大学は、本案件を学内の最優先プロジェクトと位置付け、獣医学部

本体の通常予算とは別途の予算計上を決定している。また教育省に特別の予算措置を要請して

いることから、同国における自立発展性は高い。しかしながらラ・プラタ大学を除く各国大学

の予算は総じて少なく、継続的な注視が必要である。 

 協力相手先機関たる各国の大学獣医学部は、家畜衛生の重要性が高い南米南部地域において、

当該分野の教育・研究・普及を担う主体機関として重要な役割を担っており、これら機関の恒

久的な存続がほぼ保障されていると考えられる。また、大学教官の定着状況は一般に良好であ

ることから、移転された技術の定着の度合いは高いと考えられる。 

 南米南部地域の獣医学関係者間には、既に人的ネットワークが存在する。また、プロジェクト

により構築する情報ネットワークに対しては、ラ・プラタ大学をモデレータとする維持管理を

予定しており、プロジェクト終了後もその運用は継続的に実施される。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 研修コース参加者の選抜にあたっては、各所属先ないし各国全体の獣医師の男女比を勘案し、ジ

ェンダー･バランスに留意する。 

 アルゼンチン国ラ・プラタ大学で実施する、生物安全を考慮した中央ラボの整備では人体へのリ

スク軽減とともに、廃棄物の処理等に関し、環境や生態系への配慮も十分に盛り込む。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

平成 13 年 12 月から 5年間の予定で実施されている「タイ及び周辺国における家畜疾病防除計画」

では、①越境性疾病対策に係る国際的な枠組みに基づく行政的な対応強化、②各国が有する技術・

人的資源の広域的な活用及び③技術情報の共有による疾病情報の相互信頼性の向上を活動の柱とし

ている。本広域協力では実施機関が大学であることから、上記②、③の観点による活動が主体にな

ると考えられ、タイの先行事例を活用する。特に、協力資源の効果効率的な配分を考慮した研修の

企画立案、情報共有の具体的方法等を参考にする。 

８．今後の評価計画 

 案件実施期間の中間期に中間評価、案件開始より 4 年が経過した段階で終了時評価を実施する。

また、案件終了後 3年を目途に事後評価を実施する。 
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